
 

 

 
令和７年３月号 №562 
 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店で

も配布しています。 

また、インターネットではフルカ

ラーでご覧いただけます。 

○八戸市ホームページ 

https://www.city.hachinohe.

aomori.jp/ 

 

 

 

 
のうぎょうだより 

 

   

八
戸
市
農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
後
継
者

を
育
成
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
昭
和
57
年

に
八
戸
市
農
業
後
継
者
顕
彰
要
領
を
制
定
し
、

毎
年
、
農
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
模

範
的
な
後
継
者
を
顕
彰
し
て
い
ま
す
。 

対
象
と
な
る
の
は
、
他
の
模
範
と
な
る
農
業

後
継
者
で
あ
る
こ
と
、
お
お
む
ね
45
歳
以
下

で
５
年
以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
後
継
者
で

あ
る
こ
と
、
地
域
農
業
の
振
興
に
寄
与
し
、
ま

た
は
寄
与
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る
農
業
後
継

者
で
あ
る
こ
と
を
満
た
す
方
で
、
今
年
度
は
、

市
川
地
区
で
い
ち
ご
農
家
を
営
む
木
村
真
輝

さ
ん
が
70
人
目
の
顕
彰
受
賞
者
と
な
り
ま
し

た
。 木

村
さ
ん
は
、
高
等
学
校
卒
業
後
、
東
京

で
建
設
関
係
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

東
日
本
大
震
災
で
家
族
が
経
営
し
て
い
た
い 

             

 

ち
ご
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
が
全
棟
倒
壊
し
た

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
塩
害
に
強
い
と

い
わ
れ
て
い
る
明
日
葉
の
栽
培
の
手
伝
い
を

始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
カ
ブ
、
寒
締
め
ほ

う
れ
ん
草
な
ど
の
野
菜
を
栽
培
し
な
が
ら
規

模
拡
大
し
、
現
在
は
主
に
八
戸
い
ち
ご
を
生

産
し
て
い
ま
す
。 

八
戸
苺
生
産
組
合
の
組
合
員
と
栽
培
方
法

や
コ
ス
ト
の
抑
え
方
な
ど
情
報
交
換
を
す
る

中
で
、
農
業
の
奥
深
さ
、
楽
し
さ
を
学
び
、

平
成
30
年
か
ら
は
生
産
組
合
の
監
事
を
務

め
て
い
ま
す
。
後
継
者
不
足
が
心
配
さ
れ
る

中
、
市
川
地
区
の
主
要
産
品
で
あ
る
八
戸
い

ち
ご
を
守
る
べ
く
、
日
々
、
生
産
性
の
向
上

に
取
り
組
み
、
安
定
し
た
収
量
の
確
保
を
目

指
し
て
い
ま
す
。 

受
彰
に
あ
た
り
、
今
後
は
、
異
常
気
象
や

肥
料
高
騰
な
ど
農
家
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環

境
に
適
応
し
て
い
く
た
め
、
有
機
肥
料
や
堆

肥
を
う
ま
く
活
用
す
る
な
ど
、
先
手
を
打
っ

た
対
策
を
取
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
と

抱
負
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

は
ち
の
へ
の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り 

の
配
付
に
つ
い
て 

第
43
回 

農
業
後
継
者
顕
彰
式 
 

顕彰を受けた木村真輝さん 

木村真輝さんの今後

の益々のご活躍を 

お祈りいたします！ 

既
に
離
農
し
て
い
る
、
八
戸
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
る
等
に
よ
り
、
紙
面

に
よ
る
配
付
を
不
要
と
さ
れ
る
方
は
、
お

手
数
で
す
が
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

問 

農
業
委
員
会 

☎
43
‐
９
１
６
４ 

    

納
税
猶
予
の
適
用
を
受
け
て
い
る
農
地

に
つ
い
て
は
、
売
渡
し
、
貸
付
け
、
転
用
ま

た
は
耕
作
の
放
棄
や
農
業
経
営
を
廃
止
し

た
場
合
な
ど
に
納
税
猶
予
が
打
ち
切
り
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
そ

れ
ま
で
納
税
が
猶
予
さ
れ
て
い
た
税
額
に

利
子
税
が
加
わ
り
、
多
額
の
税
金
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
農
地
の
適
正

な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。 

ま
た
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
適
用
中
に
贈

与
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
贈
与
税
が
免
除

さ
れ
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
相
続
税
の
納
税
猶
予
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
農
業
委
員

会
や
税
務
署
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

問 

農
業
委
員
会 

☎
43
‐
９
１
６
４ 



 

(２) 
はちのへのうぎょうだより 

３ 月 号  No.562 

 

       

 少子高齢時代に強い年金です。 
自ら支払った保険料とその運用益により年金額が決まる「積立方式・確定 
拠出型」の年金です。 

 保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます！ 
月額２万円(35 歳未満で政策支援加入の対象とならない方は１万円)～ 
６万７千円の間で千円単位で設定できます。 

 税制面で大きな優遇措置があります！ 
 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になりま
す。 

 認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります！ 
  
※加入要件…①60歳未満、②国民年金第1号被保険者、③年間60日以上農業に従事している方 

農業者年金に関するご相談は、最寄りのＪＡか農業委員会または農業者年金基金に 

お問合せください。 

 

問 農業者年金基金 ☎03-5919-0371 

  農業者年金基金ホームページ https://www.nounen.go.jp/ 

 
 

          

農
業
委
員
会
で
は
、
２
月
６
日
、
八

戸
市
公
民
館
に
お
い
て
、
農
業
委
員
、

新
規
就
農
者
、
認
定
農
業
者
等
を
対

象
と
し
た
「
農
業
者
等
と
の
意
見
交
換

会
」を
開
催
し
ま
し
た
。 

意
見
交
換
会
で
は
、
講
師
に
ジ
ョ
イ

ン
ト
・
フ
ァ
ー
ム
株
式
会
社
（
三
沢
市
）

代
表
取
締
役
の
新
堂
友
和
氏
を
迎
え
、

「
地
域
農
業
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す

る
た
め
に
」
と
題
し
た
ご
講
演
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

新
堂
氏
は
、
Ｉ
Ｔ
企
業
や
企
業
の
経

営
改
善
を
行
う
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業

界
で
ご
活
躍
さ
れ
た
の
ち
に
、
実
家
の

農
業
経
営
を
受
け
継
ぎ
、
平
成
28
年

に
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
フ
ァ
ー
ム
株
式
会
社
を

設
立
。
青
森
県
特
産
野
菜
で
あ
る
、
な

が
い
も
、
に
ん
に
く
、
ご
ぼ
う
の
３
品
目

に
お
い
て
世
界
基
準
の
農
業
認
証
で
あ

る
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
認
証
を
受
け
、

国
内
外
へ
向
け
た
品
質
の
高
い
農
産
物

の
生
産
か
ら
加
工
、
仕
入
れ
、
農
作
業

受
委
託
な
ど
、
幅
広
く
農
業
ビ
ジ
ネ
ス

を
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

あなたの老後生活への 

備えは十分ですか？ 
 

講
演
で
は
国
内
外
に
お
け
る
販
売
ル

ー
ト
の
開
拓
や
、
若
い
世
代
を
育
て
る
た

め
の
人
材
育
成
、
綿
密
な
計
画
に
基
づ

い
た
経
営
戦
略
や
今
後
の
展
望
な
ど
、

わ
か
り
や
す
い
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
参
加
者
の
皆
さ
ん
は
熱
心
に
メ
モ
を

取
り
な
が
ら
聴
き
入
っ
て
お
り
、
講
演
後

は
参
加
者
に
よ
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
は
、
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開

設
の
必
要
性
や
人
材
育
成
な
ど
、
経
営

戦
略
を
立
て
る
上
で
大
変
参
考
に
な
っ

た
」
、
「
自
分
自
身
に
も
あ
て
は
ま
る
内

容
で
あ
り
、
今
後
の
展
望
な
ど
大
変
参

考
に
な
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。 

講師のジョイント・ファーム株式会社 

代表取締役 新堂 友和氏 

農業者年金基金のホームペ

ージでは、年金額シミュレ

ーションでもらえる年金額

の試算が可能です！ 



 

（３）

3) 

はちのへのうぎょうだより 
３ 月 号  No.562 

 

 

「人・農地プラン（経営再開マスタープラン）」は、農業経営基盤強化促進法の改正により「地域計画」

となり、令和７年３月末までに策定することとなっています。 

市では、農業上の区域を１１地区に分け、農業上の問題やご意見等をお示しいただくことや、計画の
内容確認など、お気軽にご参加いただける検討会を開催しています。 
◆２回目の検討会の内容（令和６年３月、８月、１０月に開催しました） 
１回目の検討会にご出席された方から各地区の農業上の課題やご意見をいただき、①それらを基
に作成した計画のたたき台の確認と、②「目標地図」のたたき台の作成 

◆３回目の検討会の内容（令和６年１２月～令和７年１月に開催しました） 

①を基に市で計画の案を作成し、それに対する意見や内容の確認 

②を基に農業委員会で「目標地図」の素案を作成し、それに対する内容の確認 

■■検討会の様子■■ 
 

地域計画は策定して終わりではなく、毎年徐々に更新する必要があります。検討会には、各地区の

中心となる農業者の方や農業委員等のほか、関係機関や連合町内会長等へもご案内させていただい
ており、来年度以降も最低年１回は開催予定です。全国的に担い手の減少や放棄地の増加が問題とな
っていますが、できる限り耕作放棄されずに利用できるよう、また、借りやすい形で借りることができ
るよう、「地域の農業をどのように維持・発展していくか」「将来誰に農地を集積（担い手に集める）・集
約（近くにまとめる）していくか」等について、地域で話し合っていく必要があります。 

 
■■地域計画策定後のお知らせ■■ 
1. 地域計画策定後は、農業経営基盤強化促進法による農地貸借は廃止（※現在利用中の方は契約

期間満了まで有効）され、今後の農地の貸借方法は、①農地法による許可申請、②農地中間管理

機構（農地バンク）による利用権設定 の２つとなります。 

2. 補助事業により「地域計画に掲載されること」が要件の１つや優遇の条件となる場合があります。 

3. 農地転用や農振除外の相談～申請までの間に、地域計画の変更手続きが加わることにより、これ

までより相談から申請までの期間が延びることとなります。 

「地域計画」を策定しています ～その２～ 
※前回は「令和６年７月号」掲載 

ご出席いただいた皆さま、大変ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

お問合せ先：地域計画、農地バンクについて 農業経営振興センター TEL：27-9163 

目標地図、農地転用、農振除外について 農政課・農業委員会事務局 TEL：43-9164 



 
(４) 

はちのへのうぎょうだより 
３ 月 号  No.562 

 
                               

                               

                              

 

    
    

 
 

           
 

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②全部事項証明書（土地） 法務局（登記所） 

③公図 法務局（登記所） 

④住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

■農地を買いたい・借りたい方 

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

③農地台帳記載証明書 
（耕作証明書） 
※申出者が市外居住者の場合 

居住地の農業委員会 

 

農地情報への掲載について 
○農地情報掲載の提出書類一覧（全て１部） 

 

編
集
発
行 

令
和
７
年
３
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

９
１
６
４
） 

印
刷
部
数
２
，
９
６
０
部 

 

編集後記 
 

 今年の冬は、青森県内で連日記録的な大雪が降って

いる地域がある一方、八戸市内ではそれほど雪が降ら

ず、気温も例年に比べて暖かい日が多いように感じま

す。それでも、２月に関東から帰省してきた従妹は「八

戸寒い！」と嘆いていたので東北の感覚での暖かさな

のかもしれませんが…。えんぶりも終わり、これからど

んどん暖かくなってくる時期です。私は寒いのが苦手

ですので、今年はこのまま寒の戻りがなく、無事に春を

迎えられればいいなぁと願っております。 

 今年度もあと１か月を切りました。春は何かと忙し

くなる季節だと思いますので、皆様体調に気を付けて、

春に向けた作業を頑張っていきましょう。 

のうぎょうだより担当 柴田 

農地法関係の申請受付日等について 
農業委員会で設定している、農地法第３・４・５条

の許可申請・届出の受付期間等をお知らせします。 

 申請内容や申請書類については、事前に農業委員

会でご確認ください。 

※令和６年度・令和７年度の年間予定については、農

業委員会の窓口及び市ホームページへ掲載してい

ます。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 
（30a以下） 

4･5条 
（30a超） 

３月 ３/11-３/19 ４/17 ５/２ 

４月 ４/11-４/18 ５/19 ５/28 

５月 ５/12-５/20 ６/16 ７/４ 
※他法令との調整等により、変更となる場合があります。 
農地法届出 

届出月 締切日 交付日 締切日 交付日 

３月 ３/５ ３/14 ３/21 ３/31 

４月 ４/７ ４/15 ４/21 ４/30 

５月 ５/７ ５/15 ５/20 ５/30 

 ◎３条申請…農地を農地として使うために売ったり、 

貸したりする場合 

◎４・５条申請…農地に建物を建てたり、植林する等、

農地以外として使う場合 

※農地の売買、贈与、貸借、転用については、事前に農業

委員会へご相談ください。 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

➀ 尻内町 前谷地 

39 
田 

（農用地） 991 

応相談
※貸付可 

40 
田 

（農用地） 991 

113-2 田 
（農用地） 991 

② 
南郷 
泥障作 青沢 

39 
田 

（農用地） 1,486 

応相談
※貸付可 

40 田 
（農用地） 1,538 

41 
田 

（農用地） 1,529 

42 田 
（農用地） 1,062 

43 
田 

（農用地） 944 

 

eMAFF農地ナビ https://map.maff.go.jp/ 

新規の農地情報をお知らせします。詳細につい

て確認したい方は、「eMAFF 農地ナビ」をご覧い

ただくか、農業委員会までお越しください。新規

以外の情報は折込チラシにございます。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

 

 

 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

① 美保野  
13-125 畑 

11,680
のうち
8,124 応相談 

13-194 畑 2,392 

 


